
令和２年４月２０日   

 

 

２～６学年保護者  様  

 

 

    春日部市教育委員会教育長  

春日部市 立備後 小学校長 

 

 

臨時休業に伴う学校給食費の取扱いについて  

 

 

保護者の皆様には、日頃より学校給食の運営に御理解と御協力を賜り感謝

申し上げます。  

 新型コロナウイルス感染症拡大に備える緊急事態措置により、５月６日ま

での臨時休業に伴い同８日までの給食を中止いたしました。  

 つきましては、給食中止による４・５月分の給食費につきまして、下記の

とおり対応しますので、御理解と御協力をお願い申し上げます。  

 

記 

 

・  徴収方法  ※在校生：小学校２～６年生の場合  

 ４月分の給食費は徴収しません。  

また、在校生につきましては、３月の返金分を５月分の給食費に充当させ 

ていただきます。従って５月分の給食費は、 (4,400 円－返金額 )の徴収とな

ります。  

  なお、令和２年３月時点で就学援助を受給していた方については、徴収す

る金額が異なる場合があります。  

 

・  第１回口座振替日について（５・６月分）  

令和２年６月２２日（月）を予定しています。  

詳細につきましては学校再開後、改めてお知らせいたします。  

 

 

問合せ先  

春日部市教育委員会学務課  

電話：７６３－２４４７  

備後小学校  電話７３５－８４７９  


